
◎消防法の一部を改正する法律
（平成一四年四月二六日法律第三〇号）　　

一、提案理由（平成一四年四月二日・衆議院総務委員会）

○片山国務大臣　ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案の提案理由

とその要旨について御説明申し上げます。

　この法律案は、平成十三年九月に発生しました新宿区歌舞伎町ビル火災等を踏まえ、

違反是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を

図るとともに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設けるほ

か、避難上必要な施設等の管理の義務づけ、罰則の引き上げ等の改正を行うものであり

ます。

　以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。

　次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。

　第一に、違反是正の徹底を図るため、消防機関により立入検査の時間制限の廃止、措

置命令等の発動要件の明確化、措置命令を発した場合の公示の義務づけ等立入検査及び

措置命令に係る規定の整備を図ることとしております。

　第二に、防火管理の徹底を図るため、資格者による防火管理業務等に関する定期点検

報告制度を設けるとともに、法令を遵守している防火対象物について定期点検報告義務

免除の認定を行うこと等としております。

　第三に、避難・安全基準の強化を図るため、廊下、階段等の避難上必要な施設等の管

理を義務づけることとしております。

　そのほか、罰則の引き上げ、消防用機械器具等の検定を行う指定検定機関の公益法人

要件の撤廃を行うこと等としております。

　以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

　何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

二、衆議院総務委員長報告（平成一四年四月五日）

○平林鴻三君　ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案につきまして、

総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、最近における火災の実態等にかんがみ、消防法令違反等の是正の徹底を図る

ため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整備を図り、罰則の引き上げ

等を行うとともに、防火対象物における防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期

点検報告制度を設けるほか、避難上必要な施設等の管理を義務づける等の措置を講じよ

うとするものであります。

　本案は、去る三月二十九日本委員会に付託され、四月二日片山総務大臣から提案理由

の説明を聴取し、昨四日海江田万里君外三名提出の消防法の一部を改正する法律案とと

もに一括して議題とし、質疑を行いました。次いで、本案について採決を行いましたと

ころ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。



　なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月四日）

　政府は、防火安全対策の徹底のため、次の事項について所要の措置を講ずるべきであ

る。

一　防火対象物の避難経路における多量の物件の存置、消防用設備等の設置維持に関す

る重大な違反等があって、消防法第五条等の要件を満たす場合において、警告を発し

た後、履行期限内に違反是正がなされないときは、速やかに措置命令を発動すべき旨

を地方公共団体に対してマニュアル、通知等で周知すること。

二　違反是正等の予防事務を担当する職員の対応能力を強化するため研修制度を充実す

る等、職員の資質向上に努めること。

三　雑居ビルその他管理権原が分かれている防火対象物の増加に鑑み、消防機関は、こ

れらの防火対象物全体の自主的な防火管理体制が充実されるよう指導に努めるものと

し、このための組織や体制の整備を徹底すること。

四　多数の死者が発生するなど社会的影響が極めて大きい火災、燃焼の性状が特殊であ

る火災であって、通常の火災原因調査ではその原因究明が困難と考えられるものが発

生した場合等には、消防法第三十五条の三の二による消防庁長官の火災原因調査を速

やかに求めるべきことについて地方公共団体に対し周知すること。

五　今後、地方公共団体から求めがないときであっても、消防庁長官が大規模火災等の

原因調査を実施できるよう制度や体制の整備に努めること。

三、参議院総務委員長報告（平成一四年四月二二日）

○田村公平君　ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、平成十三年九月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を踏まえ、消防法令

違反等の是正の徹底を図るため、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定の整

備を図るとともに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物の定期点検報告制度を設け

るほか、避難上必要な施設等の管理の義務付け、罰則の引上げ等の措置を講じようとす

るものであります。

　委員会におきましては、消防法令違反に対する、消防機関における迅速かつ効果的な

是正の推進、予防事務を担当する職員等の体制の強化、立入検査等における他の行政機

関との協力の重要性等について質疑が行われました。

　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

　なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。

　以上、御報告申し上げます。



○附帯決議（平成一四年四月一八日）

　政府は、本法を施行するに当たり、次の事項の実現に努めるべきである。

一、防火対象物の避難経路における避難に支障となる物件の存置、消防用設備等の設置

維持に関する重大な違反等があり、消防法第五条等の要件を満たす場合において、警

告を発した後、履行期限内に違反是正がなされないときは、速やかに措置命令を発動

すべき旨を地方公共団体に対し、マニュアル、通知等で周知すること。

二、消防法令違反の是正等の予防事務を担当する職員の対応能力の強化を図るため、研

修制度の充実等により、職員の資質向上に努めるともに、専門的職員の育成及び研修

要員を確保するため、十分な財政措置を講ずること。

三、防火対象物の定期点検報告制度の導入に当たっては、管理権原者による確実かつ円

滑な点検の実施に向け、消防機関が、その周知徹底に努めることができるよう、必要

な措置を講ずること。

四、雑居ビル等管理権原が分かれている防火対象物の増加にかんがみ、管理権原者によ

り共同して防火管理を行うなど、防火対象物全体の自主的な防火管理の充実のため、

消防機関において十分な指導を行うことができるよう、組織や体制の整備を推進する

こと。

五、多数の死者が発生するなど悲惨な事態を招いた火災、燃焼の性状が特殊な火災であ

り、通常の火災原因調査ではその原因究明が困難と考えられるものが発生した場合等

には、消防法第三十五条の三の二による消防庁長官の火災原因調査を速やかに求める

べきことについて地方公共団体に対し周知すること。

六、今後、地方公共団体から求めがない場合においても、消防庁長官が大規模火災等の

原因調査を実施できるよう、制度や体制の整備に努めること。また、これらの火災を

含め大規模な災害等に対し、より迅速・有効に対応できるよう、消防防災体制の充実

強化策について速やかに具体的な検討を進めること。

　右決議する。


